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エントリーの開始日時

ロードブックの発行日時

エントリーの締切日

レッキ受付
レッキ受付：
場所：

レッキ
日時：

公式通知にて公示されるレッキスケジュール詳細に従うこと。

第1回競技会審査委員会
場所：
日時：

参加確認
場所：
日時：

公式車両検査
場所：
日時：

公式通知にて公示される公式車検スケジュール詳細に従って
公式車検を受けなければならない。

シーリンク
場所：
日時：

レグ1のスタートリストの公示
場所：
日時：

レグ2のスタートリストの公示
場所：
日時：

参加者ブリーフィング及び開会式
場所：
日時：

ラリーフィニッシュ

プ ロ グ ラ ム
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場所：

再車検
場所：

暫定結果公示
場所：

表彰式
場所：
日時：

公式の掲示板
場所：
日時：

ラリーHQ（大会本部）
場所：

公　　示
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本競技会は、FIAの国際ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂ競技規則及びそれに準拠した日本自動車連盟（JAF）の
国際競技規則及び2003年日本ﾗﾘｰ選手権規定並びに本特別規則書に従い開催される。

1 組織
1.1 定義

競技会の名称： 全日本ﾗﾘｰ選手権2輪駆動部門第8戦
ＲＴＣ ＲＡＬＬＹ ＩＮ ＳＨＩＮＴＯＫＵ 2003

競技種目： ﾗﾘｰ：四輪自動車によるﾘﾗｲｱﾋﾞﾘﾃｨﾗﾝ（上級）

「ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ(ｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞ)を含む。」
ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ： JAF加盟ｸﾗﾌﾞ　ﾗﾘｰ､ﾁｰﾑ､ｶﾝｻｰ(RTC)

〒080-0011　
　河東郡音更町木野大通東14丁目4-206
　牧村方　ＴＥＬ0155-31-5121

JAF公認No．：
1.2 大会組織

1.2.1 大会役員
大会長 斎藤　敏雄(新得町長)
組織委員長 岡村　寛一
副組織委員長 加賀　幸恵
組織委員 香高　　環

1.2.2  大会事務局
〒080-0021　帯広市西11条南34丁目15番地
ﾄﾑｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ内「RTC RALLY IN SHINTOKU 2003」大会事務局

1.2.3 大会競技役員
審査委員長 (JAF派遣)
審査委員 (JAF派遣)
審査委員 田畑　邦博(AG.MSC北海道)
競技長 国井　長助
副競技長 岡村　寛一
技術委員長　　　　高田　　孝
ｺｰｽ委員長　　　 　岡村　寛一
計時委員長　　　　佐藤　邦彦
救急委員長　　　　高橋　直樹
副救急委員長　　　藤原　篤志
副救急委員長　　　柴田　和典
事務局長　　　　　西川　雅敏
事務局次長　　　　服部　通恵
医師団長　　　　　山口　一史

2  格　式
全日本ﾗﾘｰ選手権2輪駆動部門（国内格式）

3 概　要
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3.1 競技会の場所　　　　　　　 北海道上川郡新得町を起点としたﾙｰﾄ
3.2 競技会の日程　　　　　　　 2003年10月11日(土)～12日(日)
3.3 ｺｰｽの総距離　　　　　　　  約270km
3.4 ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙの数　　　　　　　 10
3.5 ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙの総距離　　　　　 約55km
3.6 ｾｸｼｮﾝの数　 3
3.7 ﾚｸﾞの数　 2
3.8 ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ区間の路面　　　　 全区間ｸﾞﾗﾍﾞﾙ
3.9 指示速度走行区間の有無　　 無し
3.10 その他

ﾗﾘｰ競技会組織に関する規定第6条に該当する競技形式に従う。

4 参加車両
4.1 参加車両の条件

4.1.1 2003年日本ﾗﾘｰ選手権規定第5条に従ったFIA/JAF公認車両又はJAF
登録車両であること。

4.1.2 正規の自動車登録番号標が交付されており、自動車検査証及び強制賠償
保険証を有していること。

4.1.3 排気ｶﾞｽ(CO.HC)、排気音が規定値を満たしていること。
4.1.4 ｸﾙｰは、ﾍﾙﾒｯﾄ(JIS乗用車用安全帽規格適合品又はそれと同等品)、ｼｰﾄﾍﾞ

ﾙﾄを保持装備すること。
4.1.5 参加車両には非常用停止標示板(三角)2枚、非常用信号灯、赤色灯、

牽引用ﾛｰﾌﾟ、救急薬品、1.5kg以上の消火器を搭載すること。
4.1.6 無線装置の車両持ち込み、装備を禁止する。

4.2 ｸﾗｽ区分
＜全日本選手権2輪駆動部門＞
Aｸﾗｽ　排気量1,400cc以下の2輪駆動の車両
Bｸﾗｽ　排気量1,400ccを越え、2,000cc以下の2輪駆動の車両
Cｸﾗｽ　排気量2,000cc以上の2輪駆動の車両
＜選手権外部門＞
Aｸﾗｽ　排気量2,000cc以下の車両（駆動区分を問わない。）
Bｸﾗｽ　排気量2,000cc以上の車両（駆動区分を問わない。）

5 参加申込
5.1 RTC RALLY IN SHINTOKU 2003に参加を希望する場合は、参加申込書に

正しく記入し、2003年9月1日(月)10時より9月22日(月)17時までの間に規
定の参加料を添えて下記大会事務局宛に送付しなければならない。
＜RTC RALLY IN SHINTOKU 2003＞　大会事務局
〒080-0021　帯広市西11条南34丁目15番地　ﾄﾑｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ内
「RTC RALLY IN SHINTOKU 2003」大会事務局　（担当：服部）
TEL0155-48-8380　FAX0155-47-2050　
E-Mail:michie8@mb.infowed.ne.jp

5.2 ｴﾝﾄﾘｰの上限は60台までとする。
ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰは、国内競技規則4-19に従ってｴﾝﾄﾘｰを拒否する場合がある。
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ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰはｴﾝﾄﾘｰを受け取って8日以内に不受理となったｴﾝﾄﾘｰを通知する。
5.3 参加資格

5.3.1 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ及びｺ･ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰは、参加締切時点において、参加車両を運転する
に有効な運転免許証を取得後3年以上経過していなければならない。
ただし、選手権部門以外についてはこの限りでない。

5.3.2 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ及びｺ･ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰはJAF発行の2003年度競技運転許可証の国内
B級以上を所持していなければならない。

5.3.3 今年度開催されたﾗﾘｰ競技会で、重大な反則による失格宣言をされてい
ないこと。

5.4 1台の乗員は、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ、ｺ･ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの2名とする。
5.5 参加申込に必要な添付書類

・ﾗﾘｰ競技に有効な自動車保険(任意保険)の証券写し、又は領収証写し
・改造車検取得車は、改造申請許可証等の写し
・自動車検査証の写し

5.6 乗員及び車両の変更
5.6.1 正式参加申込後の車両交換、乗員の変更は、申込締切日までに文書に

より大会事務局に申告しなければならない。
5.6.2 正式参加受理後の乗員の変更は認められない。ただし、参加者からその

理由を記した文書が提出され、競技会審査委員会が認めた場合はその
限りでない。

5.6.3 参加部門又は参加ｸﾗｽの変更を伴う車両変更は認められない。
5.6.4 大会事務局において、参加車両と参加者の正式参加の受理を決定し、

参加者に正式受理書により通知する。
5.6.5 正式参加受理後の参加料及び申込書類は返還しない。
5.6.6 参加申込書類に不備がある場合には、参加申込の正式受理を保留する。

6 参加料
6.1 競技車両　　　80､000円(1台につき)

ｻｰﾋﾞｽ車両　 　10,000円(1台につき)
ｻｰﾋﾞｽｸﾙｰ　　   10,000円(1名につき)
ﾚｯｷ参加料 　    6,000円(1台につき)

6.2 参加申料振込先
北洋銀行　帯広南支店　口座番号　普通0291687
口座名義　ﾗﾘｰ､ﾁｰﾑ､ｶﾝｻｰ(RTC)　会長 西川 雅敏

6.3 参加料に含まれるもの
競技車両
・ﾛｰﾄﾞﾌﾞｯｸ　　　　　　　　　　　　　　1冊
・10月11日(土)のｸﾙｰ2名の宿泊
・ｽﾀｰﾄからﾌｨﾆｯｼｭまでのｸﾙｰ2名の食事
・ﾘｻﾞﾙﾄﾌﾞｯｸ　　　　　　　　　　　　　 1冊
ｻｰﾋﾞｽ車両
・ｻｰﾋﾞｽｶｰ登録証　　　　　　　　　　　 1枚
・ｻｰﾋﾞｽﾌﾞｯｸ　　　　　　　　　　　　　 1冊
ｻｰﾋﾞｽｸﾙｰ
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・10月11日(土)の宿泊
・ｻｰﾋﾞｽｸﾙｰﾊﾟｽ　　　　　　　　　　 　　1枚
・ｽﾀｰﾄからﾌｨﾆｯｼｭまでの食事
ﾚｯｷ参加料
・ﾚｯｷ登録証　　　　　　　　　 　　　　1枚
・ﾚｯｷ資料　　　　　　　　　　 　　　　1冊
・参加ｸﾙｰ2名の10月11日(土)昼食

6.4 参加料は次の場合全額返済される。
6.4.1 ｴﾝﾄﾘｰが受理されなかった場合
6.4.2 ﾗﾘｰが開催されなかった場合

7 公式通知
本規則書に記載されていない競技運営に関する規則及び指示は、公式通知に
よって示される。公式通知はﾗﾘｰHQに設置された公式掲示板に掲示される。
また、状況により参加者又はｸﾙｰに直接伝達する場合もある。

8 競技番号(ｾﾞｯｹﾝ)及び大会ｽﾎﾟﾝｻｰ等のｽﾃｯｶｰ
8.1 ｾﾞｯｹﾝはｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰが決定する。
8.2 参加車両は、ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの定めたｾﾞｯｹﾝ、ｽﾃｯｶｰ等を所定の位置に貼付すること。

貼付できない場合は、事務局に申し出て許可を得ること。ｾﾞｯｹﾝは印刷部分が
完全に露出した状態で貼付すること。

9 参加者の遵守事項
9.1 競技中は道路交通法の遵守を最優先とする。
9.2 一般車両及び歩行者に迷惑を及ぼさないこと。
9.3 他車に追従する場合又は対向車のある場合は、前照灯の照射方向を適切に変換

し眩惑を生じさせないよう留意すること。
9.4 明らかに追い越そうとしている車両がある場合、安全かつすみやかに進路を譲

ること。
9.5 登録した乗員以外は乗車してはならない。
9.6 競技から離脱した場合は直ちに最寄りの競技役員にﾘﾀｲﾔ届を提出すること。

提出が不可能な場合は電話等の手段で競技会事務局に連絡すること。
9.7 失格又はﾘﾀｲﾔとなった場合は直ちにｾﾞｯｹﾝ、ﾗﾘｰ競技会之証及びその他の競技会

関係添付物を取り除くこと。
9.8 安全ﾍﾞﾙﾄは必ず装着し、ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙを行う場合及び競技役員の指示がある場合は

必ずﾍﾙﾒｯﾄを装着すること。
9.9 ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ区間及び競技役員の指示がある場合は、必ずｻｲﾄﾞｳｲﾝﾄﾞｳを閉めて走行

すること。
9.10 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの指定した給油所以外で給油することは認められない。また、給油

中はｴﾝｼﾞﾝを停止するとともに、乗員は車外で待機するか、車内で待機する場
合はｼｰﾄﾍﾞﾙﾄを外し、ﾄﾞｱを開けておくことが望ましい。

9.11 ｺｰｽ上でやむを得ず停車する場合は、後続車に対して自車の50m以上後方で、
後続車が確認しやすい位置に非常用三角停止版を設置し、合図信号を行い、
停止車両があることを後続車に知らせなければならない。これは当該SSでの
競技が中断又は終了したことが競技役員を通じて確認できるまで継続しなけれ
ばならない。また、ｸﾙｰは､医療処置が必要な負傷を負っていない場合は、ﾛｰﾄﾞ
ﾌﾞｯｸに綴じられた「ＯＫ」の表示を少なくとも3台以上の後続車にはっきりと
提示すること。

9.12 競技開催2ｶ月前から新得町での本人又は関係者の練習走行を禁止する。
また、練習走行の事実が発覚した場合、そのﾁｰﾑの参加は一切認めない。
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9.13 ﾁｰﾑｷｬﾌﾟﾃﾝもしくはその代理人は、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞに参加しなければなら
ない。

10 ﾚｯｷ
10.1 ﾚｯｷは公式通知に従って行うこと。ｽｹｼﾞｭｰﾙに定められた時間外の走行はいか

なる場合も認められない。
10.2 ﾚｯｷの詳細は、当日受付において配布されるﾚｯｷ指示書に従うこと。
10.3 指示された進行方向に従い走行すること。いかなる場合も逆走は禁止する。
10.4 ﾚｯｷの間、各ｸﾙｰは交通法規を遵守しなければならない。また、規則や公式通知

で示されるいかなる指示にも従わなければならない。
10.5 ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙを予定する区間では30km/h以上での走行を禁止する。
10.6 ﾚｯｷに｢ﾏｯﾄﾞ&ｽﾉｰ｣の表示のあるﾀｲﾔを使用する場合は5分山以下のﾀｲﾔのみ許さ

れる。ただし、ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙﾊﾟﾝを保護するｱﾝﾀﾞｰｶﾞｰﾄﾞを装着していない車両につ
いてはその限りでない。

11 車両検査
11.1 全ての競技車両は、本規則及び公式通知に定められた予定時刻に従って車両

検査を受けなければならない。
11.2 全ての過給器付き車両は、本規則及び公式通知に定められた予定時刻に従って

ﾀ-ﾎﾞｼｰﾘﾝｸﾞを受けなければならない。
11.3 JAF公認登録番号標付車両検査ﾁｪｯｸﾘｽﾄに必要事項を記入して、車両検査時に

提出しなければならない。
11.4 競技会審査委員会は、規則に不適合な箇所が発見された車両に対し、規則に

合致させるための限られた修復時間を与えることができる。
11.5 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰは、競技会期間中、任意に車両の追加検査または追加確認を行うこ

とができる。参加者は競技期間中常に各自の車両の適合性について責任を持た
なければならない。

11.6 各ｸﾙｰは、競技の最終ｺﾝﾄﾛｰﾙ通過後ただちに車両をﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒに進入させ、下記
の事項について確認を受けなければならない。
(1)出走前に車両検査を受けた車両と同一であること。
(2)罰則の対象となる要因の有無
(3)ﾏｰｷﾝｸﾞ、封印等を実施した場合、それが保持されているかどうか。

11.7 競技会審査委員会または競技会技術委員長が必要と判断した場合、もしくは
抗議の内容により必要とされる場合、ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰは分解を伴う再車検を行うこ
とができる。この際、必要な人員、部品工具等の費用は参加者の負担とする。

12 ｻｰﾋﾞｽとｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰｸ
12.1 競技中は、競技車両のｻｰﾋﾞｽはｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰが設定したｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰｸでのみ行うこと

ができる。ただし、外部からの援助を受けることなく、ｸﾙｰ自らが車載の工具
のみを使用して作業を行う場合はこの限りでない。
（ｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾘｱ及びﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒは除く）

12.2 整備作業を行うことのできる者は、当該車両のｸﾙｰ及び登録されたｻｰﾋﾞｽｸﾙｰ
のみとする。

12.3 本規則書に記載されている項目以外に何らかの整備作業を行う必要がある場合
は競技会技術委員長の許可を必要とする。

12.4 整備作業の実施にあたっては、他の通行及び作業員の安全確保に十分留意して
行うこと。

12.5 整備実施作業後は、競技会技術委員の確認を受けなければならない。
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12.6 ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰｸには、競技車両の他、登録されたｻｰﾋﾞｽ車両のみが入場できる。
12.7 競技車両1台につき2台のｻｰﾋﾞｽ車両を使用することができる。この車両は参加

申込時に登録され、ｻｰﾋﾞｽ車両であることを示すｻｰﾋﾞｽ登録証を表示していなけ
ればならない。

12.8 ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰｸ内においては、いかなる車両も30km/hを越えて走行してはならな
い。

12.9 ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰｸでの車両整備の範囲は下記の通りとする。
(1)ﾀｲﾔの交換
(2)ﾗﾝﾌﾟ類のﾊﾞﾙﾌﾞの交換
(3)点火ﾌﾟﾗｸﾞの交換
(4)Vﾍﾞﾙﾄの交換
(5)上記以外に作業員の安全を十分確保することを条件に、競技会技術委員長
　 が許可した項目

13 ﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒ
13.1 下記がﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒ規制の対象となり、いかなる整備、修理、燃料補給も禁止され

る。
(1)ｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾘｱに進入した瞬間から退出するまでの間
(2)ﾚｸﾞ終了後、車両保管場所に進入した瞬間から退出するまでの間
(3)ﾗﾘｰ終了地点に到着した瞬間から競技会審査委員会が車両保管の解除を認め
　 るまでの間
(4)ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞｴﾘｱまたはﾘｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞｴﾘｱに進入した瞬間から退出するまでの間

13.2 ﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒを監視する競技役員以外はﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒに立ち入ることは認められない。
ただし、やむを得ない理由があると競技会役員が認め、同役員の監視下にある
ことを条件に立ち入りが認められる場合がある。

13.3 ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞｴﾘｱ､ﾘｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞｴﾘｱおよびﾚｸﾞ終了後の車両保管場所については、ｸﾙｰ
は自車のｽﾀｰﾄ予定時刻の10分前にﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒに立ち入ることができる。また、
ﾘｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞの時間が15分以内の場合、ｸﾙｰはﾘｸﾞｰﾋﾟﾝｸﾞｴﾘｱに留まることができ
る。

13.4 ﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒへの搬入･搬出およびﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒ内での移動のために車両を押すことが
できるのは、担当競技役員および当該ｸﾙｰのみとする。ﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒ内では外部ﾊﾞ
ｯﾃﾘｰでｴﾝｼﾞﾝ始動が行えるが、その後当該競技車両にそのﾊﾞｯﾃﾘｰを搭載しては
ならない。

13.5 競技車両の破損が著しく、競技会技術委員長が道路運送車両の保安基準に適合
しないおそれがあると判断した場合、ｸﾙｰは競技会技術委員長またはその代理
指名を受けた競技役員の立会いのもと、指示された部品についてのみ修理を行
わなければならない。

13.6 上記13.5のため予定時刻通りﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒを退出できない場合はｺﾝﾄﾛｰﾙへの遅着
とみなされ、当該ｸﾙｰはﾀｲﾑﾍﾟﾅﾙﾃｨを課せられたうえで新たなｽﾀｰﾄ時刻が与えら
れる。

13.7 例外的な処置として、競技会技術委員長はまたはその代理指名を受けた競技
役員の許可および立会いのもとで、ｸﾙｰはｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞｴﾘｱ、ﾘｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞｴﾘｱまたは
ﾚｸﾞ終了後の車両保管場所に停車している間にﾌﾛﾝﾄｳｲﾝﾄﾞｳおよびﾘｱｳｨﾝﾄﾞｳを
交換することが認められる。この場合は外部の援助を受けることも可とする。

13.8 上記13.7の作業を行うにあたり、車体またはﾛｰﾙﾊﾞｰの修復が必要となり、外
部の援助を受けてその修復作業を行った場合はﾀｲﾑﾍﾟﾅﾙﾃｨが課せられる。

13.9 上記13.7および13.8の修理は自車のｽﾀｰﾄ時刻前に完了されていなければなら
ず、これを過ぎた場合は13.6項が適用される。
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13.10 ｸﾙｰは競技車両をﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒに停車させた後、速やかにｴﾝｼﾞﾝを停止してﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒ
から退出しなければならない。ｸﾙｰおよびﾁｰﾑ関係者がﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒに再入場するこ
とは許されない。

14 ﾀｲﾔ
14.1 ｽﾊﾟｲｸﾀｲﾔの使用は禁止する。
14.2 ﾀｲﾔ交換はｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰｸ以外で行ってはならない。ただし、ｸﾙｰ自らが車載の工具

類のみを使用して車載のｽﾍﾟｱﾀｲﾔと交換する場合はこの限りでない。
(ｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾘｱとﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒを除く)

14.3 競技中に使用できるﾀｲﾔ本数を6本迄(車両に積載するｽﾍﾟｱﾀｲﾔは2本迄)とする。
14.4 競技中、ﾀｲﾔﾏｰｷﾝｸﾞおよびﾀｲﾔﾏｰｷﾝｸﾞのﾁｪｯｸを行う。ﾀｲﾔﾏｰｷﾝｸﾞを受けた場合、

参加者は常に各自のﾏｰｷﾝｸﾞを当初通り保持する責任を有する。ﾏｰｷﾝｸﾞを受け
たﾀｲﾔを他の車両が使用することは許されない。

15 ｽﾀｰﾄ
15.1 各競技車両のｽﾀｰﾄは、原則として1分間隔で1台ずつｽﾀｰﾄする。
15.2 ﾚｸﾞ1をｽﾀｰﾄする車両は10月11日(土)15時30分までにｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞｴﾘｱに車両保

管しなければならない。ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞｴﾘｱはﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒの規定が適用される。
15.3 ｸﾙｰ側の原因でｽﾀｰﾄまたは再ｽﾀｰﾄ地点への到着が目標ｽﾀｰﾄ時刻より遅れた場合、

その遅れが15分以内であれば、ｸﾙｰは実際のｽﾀｰﾄ時刻の記入を受けてｽﾀｰﾄする
ことが認められる。

16 ﾙｰﾄ及び指示事項
16.1 ﾙｰﾄはｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰが試走車によって試走し定め、ﾛｰﾄﾞﾌﾞｯｸに記載する。また、

ﾛｰﾄﾞﾌﾞｯｸはﾗﾘｰHQにおいて交付する。
16.2 ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰは競技会審査委員会の承認のもと、天候、道路状況、その他の事情

により予告なくﾙｰﾄおよび指示事項を変更することがある。
17 ﾀｲﾑｶｰﾄﾞへの記入
17.1 ﾗﾘｰのｽﾀｰﾄにおいて、各ﾛｰﾄﾞｾｸｼｮﾝごとに定められた目標所要時間が記入された

ﾀｲﾑｶｰﾄﾞをｸﾙｰに支給する。ﾀｲﾑｶｰﾄﾞの提出および記入内容の確認は各ｸﾙｰの責任
において行うこと。

17.2 ﾀｲﾑｶｰﾄﾞは常に提出できるようにしておき、ｺﾝﾄﾛｰﾙではｸﾙｰ自身が競技役員に
ｶｰﾄﾞを提出し、記入を受けること。

17.3 ﾀｲﾑｶｰﾄﾞに記入された時刻に対する抗議は、当該競技役員に直ちに行うこと。
またその判定と指示に従わなければならない。

18 ｺﾝﾄﾛｰﾙの手順と機能
18.1 すべてのｺﾝﾄﾛｰﾙは以下の方法で示される。

18.1.1 ｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾘｱの開始は黄色地の予告標識により示される。予告標識から約
25m先に設置される実際のｺﾝﾄﾛｰﾙの位置は、予告標識と同一の図柄で
赤色地の標識により示される。さらに約25m先に設置されるﾍﾞｰｼﾞｭ地
に黒の斜線が3本入った終了標識によりｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾘｱの終了が示される。

18.1.2 ｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾘｱはﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒとみなされ、いかなる修理も行ってはならない。
また、いかなる援助も受けてはならない。

18.1.3 競技車両は、ﾀｲﾑｶｰﾄﾞへの記入等に必要な時間を超えてｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾘｱに留ま
ってはならない。

18.1.4 ﾁｪｯｸｲﾝはｸﾙｰの責任で行われなくてはならない。
18.1.5 すべてのｺﾝﾄﾛｰﾙは、最初の競技車両の通過予定時刻の15分前から最終

競技車両の通過予定時刻の15分後まで開設される。
18.1.6 ｸﾙｰはｺﾝﾄﾛｰﾙの責任者の指示に従わなければならない。
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18.2 すべてのｺﾝﾄﾛｰﾙは本規則付則2に示す標識を使用する。
18.2.1 ﾀｲﾑｺﾝﾄﾛｰﾙ：黄色地のAの標識はｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾘｱの開始を示す(予告標識)。そ

のｺﾝﾄﾛｰﾙの実際の位置は赤色地のAの標識で示される。ｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾘｱの終
了はﾍﾞｰｼﾞｭ色地のBの標識で示される(終了標識)。

18.2.2 ｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞ：ｽﾀｰﾄ地点は、赤色地のCの標識で示される。ﾌｨﾆｯｼｭ地点
の予告は黄色地のDの標識で示される。計時の行われる実際のﾌｨﾆｯｼｭ地
点は赤色地のDの標識で示される。さらにその先(100～300m)に設置
された計時記録記入地点(ｽﾄｯﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄ)は、赤色地に“STOP”と表示さ
れた停止標識で示される。さらに、ｴﾘｱの終了はﾍﾞｰｼﾞｭ色地のBの標識
で示される。

18.3 ﾀｲﾑｺﾝﾄﾛｰﾙにおけるﾁｪｯｸｲﾝの手順
18.3.1 ﾁｪｯｸｲﾝの手順は、競技車両がｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾘｱの開始を示す標識を通過した時

点から始まる。
18.3.2 ｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾘｱの開始を示す標識からｺﾝﾄﾛｰﾙを示す標識までの間は、いかな

る理由でも停車したり異常な低速で走行してはならない。
18.3.3 実際の計時とﾀｲﾑｶｰﾄﾞへの記入は、競技車両とその2名のｸﾙｰが当該ｺﾝﾄﾛ

ｰﾙｴﾘｱ内にあり、設置された記入場所に到着した時にのみ行われる。
18.3.4 ｺ･ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰは、徒歩で自車の目標ﾁｪｯｸｲﾝ時刻の1分前より早くｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾘｱ

内に進入してもよい。さらに、目標時刻通りに自車をﾁｪｯｸｲﾝさせるため
、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰにｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾘｱへの進入の合図を送ってもよい。

18.3.5 ﾀｲﾑｶｰﾄﾞへのﾁｪｯｸｲﾝの時刻の記入は、ｸﾙｰからﾀｲﾑｶｰﾄﾞの提出を受けた担
当競技役員によって行われる。その際、記入される時刻は実際にｸﾙｰか
ら担当競技役員に手渡された瞬間の時刻とする。

18.3.6 目標ﾁｪｯｸｲﾝ時刻とは、ﾛｰﾄﾞｾｸｼｮﾝを走行するために指定された目標所要
時間を当該区間をｽﾀｰﾄした時刻に加えたもので、分単位まで表示される。

18.3.7 競技車両が目標ﾁｪｯｸｲﾝ時刻と同じ分、またはその前にｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾘｱに進入し
ても早着のﾍﾟﾅﾙﾃｨは受けない。

18.3.8 目標ﾁｪｯｸｲﾝ時刻と同じ分の間にﾀｲﾑｶｰﾄﾞを手渡した場合、遅着のﾍﾟﾅﾙﾃｨ
は受けない。「例：目標ﾁｪｯｸｲﾝ時刻が15時28分の場合、ﾁｪｯｸｲﾝが15
時28分00秒から15時28分59秒の間に行われれば目標時刻に到着し
たものとみなされる。」

18.4 ｺﾝﾄﾛｰﾙのｽﾀｰﾄ時刻
18.4.1 次のﾛｰﾄﾞｾｸｼｮﾝがｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞを伴わない場合、ﾀｲﾑｶｰﾄﾞに記入されたﾁｪ

ｯｸｲﾝ時刻がそのまま次のﾛｰﾄﾞｾｸｼｮﾝのｽﾀｰﾄ時刻となる。
18.4.2 次にｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞのｽﾀｰﾄを伴う場合、以下の各項が適用される。
18.4.3 当該ﾀｲﾑｺﾝﾄﾛｰﾙとｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞのｽﾀｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙは同一のｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾘｱに含まれ

るものとし、標識は下記の通り示す。
・黄色地のﾀｲﾑｺﾝﾄﾛｰﾙ予告標識
・約25m先に赤色地のﾀｲﾑｺﾝﾄﾛｰﾙ標識
・ﾀｲﾑｺﾝﾄﾛｰﾙ標識から約50m～200m先に赤色地に閉じた旗のｽﾍﾟｼｬﾙ
　ｽﾃｰｼﾞｽﾀｰﾄ標識

・ｽﾀｰﾄから約25m先にﾍﾞｰｼﾞｭ地に黒の斜線が3本入ったｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾘｱの終
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  了標識

18.4.4 当該ﾀｲﾑｺﾝﾄﾛｰﾙにおいては、ﾁｪｯｸｲﾝ時刻に加えて、続くｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞのｽ

ﾀｰﾄ予定時刻も同時に記入される。このｽﾀｰﾄ予定時刻はﾁｪｯｸｲﾝ時刻の3

分後とする。

18.4.5 競技車両は速やかにｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞのｽﾀｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙに移動し、ｽﾀｰﾄの競技役

員によってﾀｲﾑｶｰﾄﾞに記入された実際のｽﾀｰﾄ時刻に従ってｽﾀｰﾄする。

18.4.6 ｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞﾌｨﾆｯｼｭ後、競技車両はｽﾄｯﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄにてﾌｨﾆｯｼｭﾗｲﾝ通過時刻と

続くﾛｰﾄﾞｾｸｼｮﾝのｽﾀｰﾄ時刻の記入を受ける。ﾛｰﾄﾞｾｸｼｮﾝのｽﾀｰﾄ時刻はｽﾍﾟ

ｼｬﾙｽﾃｰｼﾞのﾌｨﾆｯｼｭﾗｲﾝ通過時刻の次分とする。

18.5 ﾘｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞのｺﾝﾄﾛｰﾙ

18.5.1 ﾘｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞｴﾘｱの設置目的は、遅着やﾘﾀｲﾔによって生じた競技車両の時

間間隔を詰めることにある。そのため、停車しなければならない時間

は競技車両ごとに異なる場合がある。

18.5.2 ﾘｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞのｺﾝﾄﾛｰﾙに到着したならば、ｸﾙｰは担当競技役員にﾀｲﾑｶｰﾄﾞを

提出し、ｽﾀｰﾄ時刻の指示を受ける。その後、速やかに車両をﾊﾟﾙｸﾌｪﾙﾒ内

に進入させ指示された場所に停車させ、直ちにｴﾝｼﾞﾝを停止すること。

18.5.3 ﾘｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞｴﾘｱ内では外部ﾊﾞｯﾃﾘｰでｴﾝｼﾞﾝ始動が行えるが、その後当該車

両にそのﾊﾞｯﾃﾘｰを搭載してはならない。

18.6 ｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞ

18.6.1 ｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞ区間の計時は1/10秒まで計測し、成績に反映する。

18.6.2 ｸﾙｰがｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞを逆走することを禁止する。

18.6.3 ｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞのｽﾀｰﾄはｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾀｰﾄとする。競技車両はｴﾝｼﾞﾝのかかっ

た状態でｽﾀｰﾄﾗｲﾝ上に停止し、ｽﾀｰﾄの合図に従ってｽﾀｰﾄすること。合図

が出されてから20秒以内にｽﾀｰﾄできない場合は失格とし、安全な場所

に速やかに移動させられる。

18.6.4 ｽﾀｰﾄの合図は30秒･15秒･10秒･5秒･4秒･3秒･2秒･1秒の順にｶｳﾝﾄﾀﾞ

ｳﾝする。これを電気式のｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ表示装置(灯火信号付き)により行う場

合がある。その場合は、本規則付則3に従うこと。また、この装置に連

動させたﾌﾗｲﾝｸﾞ検知装置を使用する場合がある。

18.6.5 指示されたｽﾀｰﾄ時刻までにｸﾙｰの準備が間に合わず自己のｽﾀｰﾄが遅れた

場合は、ﾀｲﾑﾍﾟﾅﾙﾃｨが課せられたうえで、担当競技役員によって新たな

ｽﾀｰﾄ時刻が与えられる。

18.6.6 各ｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞには、ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰによりあらかじめ基準所要時間が設定

され通知される。

18.6.7 ｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞのﾌｨﾆｯｼｭはﾌﾗｲﾝｸﾞﾌｨﾆｯｼｭとする。ﾌﾗｲﾝｸﾞﾌｨﾆｯｼｭからｽﾄｯﾌﾟ

ﾎﾟｲﾝﾄまでの間は停車を禁止する。

18.6.8 ｽﾄｯﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄにてﾀｲﾑｶｰﾄﾞにﾌｨﾆｯｼｭﾗｲﾝ通過時刻(時･分･秒･1/10秒)の記

入を受けること。
19 標準時刻
19.1 計時はすべてｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの所持する時計により行う。
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19.2 ﾗﾘｰ全体を通じて使用する公式基準時刻はNTT(電話117)の時報による日本標
準時刻とする。

20 競技結果
20.1 競技結果はｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞで記録された所要時間とﾛｰﾄﾞｾｸｼｮﾝその他で課されたﾍﾟ

ﾅﾙﾃｨﾀｲﾑを合計して決定される。
20.2 複数のｸﾙｰの最終成績が同じである場合、最初のｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞでより少ない所要

時間を記録したｸﾙｰが上位となる。これで順位が決定できない場合は2番目以
降のｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞを順次比較して順位を決定する。

20.3 ﾚｸﾞの最終TCへの早着は減点の対象としない。

21 罰　則
本競技会には、本規則付則1の表による罰則が適用される。

22 抗　議
22.1 参加者は、自分が不当に処遇されていると判断した場合、これに対し抗議する

ことができる。ただし、自分の参加拒否ならびに競技会審査委員会の判定に対
する抗議はできない。

22.2 抗議はその理由を具体的に記述し、1件につき50,900円の抗議料を添え、文
書により競技長に提出すること。

22.3 抗議料はその抗議が成立した場合にのみ返還される。
22.4 抗議が車両の分解・再組立におよぶものである場合、その申立者は別途保証金

を支払わなくてはならない。
22.5 作業及び車両の運搬に係わる費用は、抗議が認められない場合は抗議申立者が、

また認められた場合は当該抗議の対象者がそれぞれ支払うものとする。
22.6 抗議が認められなかった場合で、抗議に係わる費用(車検・運搬等)が保証金の

額を上回った場合、その差額は抗議申立者が支払うものとする。また、逆に費
用の額が下回った場合、その差額は抗議申立者に返金されるものとする。

23 棄　権
参加者が競技途中で棄権する場合は、最寄りの競技役員にﾘﾀｲﾔ届により申告し
なければならない。提出が不可能な場合は、電話その他の手段をもって競技役
員もしくは大会事務局に連絡すること。

24 失　格
ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰは、参加者が次項に該当する行為をなした場合には失格を宣言する。

24.1 対人あるいは対物事故をおこしたとき。
24.2 道路交通法に違反したとき。
24.3 ﾘﾀｲﾔの申告をせず競技から離脱したとき。
24.4 走行ﾏﾅｰ及び競技者としての態度や品行が良くないとき。
24.5 ﾀｲﾑｶｰﾄﾞを改ざんしたとき。
24.6 車両規則違反が発見されたとき。
24.7 競技車両またはその構成品に施されたﾏｰｷﾝｸﾞや封印に手が加えられたとき、

あるいは失われているとき。
24.8 参加者または関係者間で不正行為があったとき。
24.9 その他、競技役員の重要な指示に従わなかったとき。
24.10 各諸規則および本規定ならびに競技会特別規則に関する重大な違反があったと

き。
25 競技打ち切り、中断と成立
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25.1 競技の進行が全ての参加車両に対して、不可能または著しい障害になったとき、
または他に及ぼす影響等で競技の続行ができなくなったとき、競技会審査委員
会の承認のうえ、競技長の判断によって打ち切り及び特定区間中断がなされる。
その場合は、競技役員により公式通知で通知される。

25.2 競技が打ち切りになった場合の成績は、競技打ち切り時点での成績とする。

26 競技会の中止または延期
保安上または不可抗力による事情が生じた場合は、競技会審査委員会の決定に
より競技会の開催を中止、延期、またはｺｰｽの短縮を行うことがある。また、
中止、再競技の場合の日時は公式通知により通知する。この場合参加料は返還
する。

27 損害の補償
参加者は、車両および付属品が破損した場合、その責任は参加者各自が負わな
ければならない。また、参加者は、JAF及びｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰ並びに大会役員が一切
の損害賠償の責任を免除されていることを承知していなければならない。即ち、
大会役員はその役務に最善を尽くすことは勿論であるが、参加者の負傷、死亡、
その他車両の損害事故に対しては一切の補償責任を負わない。

28 賞　典
＜全日本選手権2輪駆動部門＞
Aｸﾗｽ　　1～3位　　JAF楯　副賞　　4～6位　　副賞
Bｸﾗｽ　　1～3位　　JAF楯　副賞　　4～6位　　副賞
Cｸﾗｽ　　1～3位　　JAF楯　副賞　　4～6位　　副賞
＜選手権外参加部門＞
Aｸﾗｽ　　1～3位　　ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰﾄﾛﾌｨ　副賞　　4～6位　　副賞
Bｸﾗｽ　　1～3位　　ｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰﾄﾛﾌｨ　副賞　　4～6位　　副賞
ただし、各ｸﾗｽとも参加台数の30％までとする。

29 本規則の解釈
本規則及び競技に関する諸規則の解釈について疑義が生じた場合、競技会審査
委員会の決定をもって最終とする。

RTC RALLY IN SHINTOKU 2003　大会組織委員会
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付則１　罰則

分　類 対象となる参加者の行為 適用される罰則 ﾀｲﾑﾍﾟﾅﾙﾃｨの詳細

クルーのうち１名が競技から離脱した場合 失格

タイムカードに時刻が記入されていない場合

競技中にクルー以外の第三者を競技車両に乗せ 競技会審査委員会の

た場合（負傷者を搬送する場合を除く。） 裁定により失格を上

定められたラリー行程から逸脱した場合（競技 限とする罰則が適用

会審査委員会が不可抗力と認めた場合を除く。） される場合がある。

競技全般 サービスパーク内で３０ｋｍ／ｈを越えて走行

した場合

サービスパーク以外で車両を牽引または運搬し

た場合、あるいはクルー以外の第三者が競技車

両を押して移動させた場合（安全に係わること

で真にやむを得ない場合を除く。）

タイヤの本数または使用制限に関する違反もし

くはタイヤ交換に関する違反があった場合

定められた予定時刻に従って車両検査を受けな スタートが認められ

かった場合（競技会審査委員会が不可抗力と認 ない。

めた場合を除く。）

クルーが特別規則書に定められた必要書類を持 競技会審査委員会の

参しなかったことにより車両検査委員が当該車 裁定によりスタート

車両検査 両の適格性について確認できなかった場合 の拒否を上限とする

罰則が適用される場

合がある。

競技車両またはその構成品に施されたマーキン 失格

グや封印等に手が加えられたり、それらが失わ

れたりした場合

コント 指示された順序に従い、かつ競技ルートの進行 失格

ロール 方向に沿ってチェックインしなかった場合

コントロール責任者の指示に従わなかった場合 競技会審査委員会の

裁定により失格を上

限とする罰則が適用

される場合がある。

クルー側に起因する要因でスタートまたは再ス タイムペナルティ １分につき１０秒

タート地点への到着が目標スタート時刻に遅れ ただし、１５分を越 （分未満切上げ）

た場合 える遅着はスタート

を認めない。

目標チェックイン時刻への１５分以内の遅着 タイムペナルティ

目標チェックイン時刻への早着 タイムペナルティ １分につき１分

（分未満切上げ）



分　類 対象となる参加者の行為 適用される罰則 ﾀｲﾑﾍﾟﾅﾙﾃｨの詳細

コントロールの手順に従わない場合 競技会審査委員会の

競技車両が目標チェックイン時刻の１分前より 裁定により失格を上

早くコントロールエリアに進入した場合 限とする罰則が適用

される場合がある。

各タイムコントロールの目標チェックイン時刻 失格

に１５分を越えて遅着した場合 （ただし、競技会審

各セクションもしくは各レグのいずれかの終了 査委員会は、競技長

地点において遅着時間が合計３０分を越えた場 の提案があれば失格

合、または競技会全体を通じて遅着時間が合計 となる基準時間を延

６０分を越えた場合（これらの時間はペナルテ 長することができる

ィタイムではなく実際の遅着時間を合計して算 これらの失格は、セ

出する。いかなる場合も遅着時間と早着時間と クションまたはレグ

の差引きは行われず、それぞれが独立してタイ の終了地点で発表す

ムペナルティの対象となる。従って遅着時間の る。）

合計に早着時間は含まれない。

指定されたスタート時刻までにクルー側の準備 タイムペナルティ １分につき１分

が間に合わずスタートが遅れた場合 （分未満切上げ）

クルーの過失によりスタート時刻の記入ができ 失格

なかった場合

スタートの合図が出されてから２０秒以内にス

タートできなかった場合

スペシャルステージを逆走した場合

フィニッシュにおいて予告標識からＳＴＯＰ標

識までの間で停車した場合

オーガナイザーが定めた基準所要時間から１５

分を越えてフィニッシュした場合（超過時間の

算出は分単位（分未満切上げ）とする。）

反則スタート（スタート合図より早く車両が前 ３回までの違反 最初の違反:１０秒

進した場合） 　タイムペナルテ ２回目　　:１分

　ィが課せられる。 ３回目　　:３分

４回目以降の違反 （ただし、競技会

　競技会審査委員会 審査委員会が必要

　の裁定により失格 と判断した場合に

　を上限とする罰則 はさらに重いペナ

　が適用される。 ルティが課せられ

る場合がある。
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分　類 対象となる参加者の行為 適用される罰則 ﾀｲﾑﾍﾟﾅﾙﾃｨの詳細

指示されたスタート時刻、または指示されたス 競技会審査委員会の １０分

タート位置に従わなかった場合 裁定により失格を上

限とする罰則が適用

される場合がある。

（ただし、右記のペ

ナルティを下限とす

る。）

クルーの過失によりストップポイントにおいて タイムペナルティ ５分

フィニッシュ時刻の記入ができなかった場合

スペシャルステージにおいて何らかの援助を受 競技会審査委員会の

けた場合 裁定により失格を上

限とする罰則が適用

される場合がある。

（この決定は、セク

ションまたはレグの

終了地点で通告され

る。）

スペシャルステージ上での停車時に、負傷者が 競技会審査委員会の

いないにも係わらずロードブックの「ＯＫ」ペ 裁定により罰則（場

ージを後続車に提示しなかった場合 合によってはその他

の罰則）が課せられ

ることがある。

パルクフェルメにおいて整備･修理･燃料補給等 失格

の作業を行った場合

破損車両を公道走行可能な状態に戻すための作 タイムペナルティ １分につき１分

業を実施したことにより予定通りパルクフェル （分未満切上げ）

パルク メを退出できなかった場合

フェルメ 特例としてウインドウ交換を実施するにあたり タイムペナルティ 作業時間１分に

外部の援助を受けて車体またはロールバーの修 つき１分

復作業を行った場合 （分未満切上げ）

スターティングエリアへの車両保管時刻に遅れ タイムペナルティ １分につき１分

た場合 （分未満切上げ）
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